
2024/07/19 

東京都母子福祉部会長 斎藤弘美 

 

第 2 回東京都児童福祉審議会専門部会 

 

１ 当事者である子供の権利擁護の取組の充実（意見聴取・意見表明等支援等) 

(現状)母子生活支援施設は、社会的養護の施設の中で、唯一親子で生活ができる施設であ

るが、市区町村行政窓口の中には DV 専用施設である、又は、離婚が成立しないと利用が

できないなどと誤解されたり、施設の存在を紹介しない行政もある。また、施設利用に関

しては、親の意向を中心に行われており、こどもの意向が重視されておらず、施設紹介を

子どもにはほぼ行われていない。そのため、子どもの意向によって、例えば分離前に母子

生活支援施設の利用が行われにくい状況である。 

(意見)市区町村等の行政に対し、母子生活支援施設の活用を「次期都道府県社会的養育推

進計画 の策定要領における論点整理等」の４(3)②の対応方針案にあるように、「(母子生

活支援施設について)市区町村に対して幅広く活用を促す」と同時に児童相談所にも同様

に促してください。 

また、４(１)対応方針案の「社会的養育に関わる関係職員に対する研修の定期的実施」に

あるように、母子生活支援施設にも、研修の対象施設としてください。 

 

２ 困難を抱える妊婦や支援が必要な家庭を支える取組の充実  

(現状)妊婦や母子家庭の支援に関する法律は、1932 年に施行された救護法として作られ、

児童福祉法の母子寮ができる以前の時代から事業を行ってきた母子施設は、妊婦の支援も

母子家庭と合わせて行ってきた。しかし、医療職配置がなく職員配置そのものも少ない母

子生活支援施設でさまざまな工夫して支援行ってきたものの、事業名や予算がほとんど付

くことなく行ってきたため、これまで注目も評価もされてこなかった。 

現在の母子生活支援施設においては、妊婦等への支援のあり方は、地域ごとに多様な方法

を取りながらニーズへの対応を行っている。 
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全国母子生活支援施設協議会の令和 4 年度基礎調査によると、「妊娠期のひとり親」を受

け入れた全国の母子生活支援施設の割合は、20.6％(41 施設、84 人)であった。また、特

定妊婦の受入れた施設の割合は、15.6％(31 施設、50 人)であった。 

 

特定妊婦 50 人の受入れ事業の状況は、「産前・産後母子支援事業」と「本体事業」がとも

に 34.0％(17 人)であり、「市区町村事業」では 26.0％(13 人)であった。 

 

(1) 支援を要する妊産婦を含む子供や家庭に対する支援体制の構築及び予防的支援の充実 

〇妊産婦支援 

(現状)現在の妊産婦の相談体制は、母子保健や医療機関の他に、妊娠 SOS 相談につながる

ようになりつつある。相談を受けた後の妊婦等への居場所を支援するには、母子生活支援

施設や乳児院などの場所とつながる必要があるが、現状は、行政の相談窓口は自区内の対

象者の支援が中心であり、一方で様々なところからの相談を受けている民間の妊娠 SOS 相

談は関係行政との連携ができずに居場所の支援につなげることが難しくなっている。 
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また、母子生活支援施設などが妊産婦等生活援助事業を行うための情報が乏しく、事業実

施に手を上げにくい状況である。 

(意見)今後増える可能性がある民間の相談機関が、妊婦等へ移動等の負担の少ない地域で

居場所につながるためには、行政との連携・承認が必要となるため、妊婦等への支援に関

した官民一体のネットワークを構築することが必要と思われる。 

「次期都道府県社会的養育推進計画の策定要領における論点整理等」の４(4)にあるよう

に、様々な機関との連携がスムーズにいくように、行政の仕組みを考えてほしい。 

「次期都道府県社会的養育推進計画の策定要領における論点整理等」の４(9)②にあるよ

うに、 

「妊産婦等生活援助事業が、母子生活支援施設において、そのニーズに応じて利用される

よう改めて周知」していただきたい。 

〇予防的な支援  

(現状)現在の虐待等の相談は、児童相談所や子ども家庭センターにつながった場合、その

後の対応は、一時保護所や児童施設などで世帯分離した状況になっていくか、そのまま在

宅での生活が続く状況となる。 

(意見)児童相談所の一時保護を利用する状況になる前に、予防的な支援として、「ショー

トステイ」「親子ショートステイ」などの活用がしやすくなるために、日ごろから利用で

きる支援の量やその支援を行える人材の量の確保を行っていただきたい。 

また、予防的な親子の支援を行う、母子生活支援施設の活用をしていただきたい。 

(2) 家庭養育優先原則とパーマネンシー保障の考え方に基づく児童相談所のケース 

(現状)母子生活支援施設は、家庭養育優先やパーマネンシー保障を考えて支援を行ってい

る。特に、実親との生活を支援して親子関係再構築支援等にも力を入れてきた。その状況

としては、R4 全母協基礎調査を抜粋すると、以下のとおりである。 
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（別居子の有無）・他の児童福祉施設等に入所中もしくは委託中の別居子が「いる」施設

の割合は、47.2％（94 施設）。別居子が「いる」世帯数は、158 世帯。現員 2,707 世帯の

5.8％。 

（再構築の有無）・再構築を支援した施設の割合は、「入所時」29.6％（59 施設）、「入

所後」27.1％（54 施設）。 「入所後」は 144 世帯。令和 4 年 4月 1 日現在の現員 2,707

世帯の 5.3％。 支援した世帯数は、「入所時」は 102 世帯。令和 3 年度中に入居した

1,051 世帯の 9.7％。 

「次期都道府県社会的養育推進計画の策定要領における論点整理等」の４(7)には、親子

関係再構築支援の視点があるが、東京都の計画には、分離後の代替養育の数値目標が議論

のメインに書かれているように感じる。 

(意見)児童相談所が母子生活支援施設の活用を行うことができるようにしていただきた

い。 

 

３ 家庭と同様の環境における養育の推進  

(1) 里親制度の普及、登録家庭数の拡大、委託の促進 

(2) 里親に対する支援 

(3) 特別養子縁組に関する取組の推進 

→とくになし 
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都内乳児院の状況について「新たな社会的養育推進計画」資料 

                               令和 6 年 7 月 21 日 
                   東京都社会福祉協議会乳児部会 部会⻑ 都留 
はじめに 
 別添資料「乳児部会令和 5 年度調査アンケート結果報告」に詳細を記していますが、養子
縁組里親・養育家庭(養育里親)の対応を行う、各施設の里親支援専門相談員の集まりである
乳児部会・里親支援研究会による調査をご覧ください。乳児部会として、年ごとに調査を行
いまとめてきたものです。 
 
近年の都内乳児院の状況について 
 １）入所定員について  

    年度   定員／暫定定員  年間新規措置入所児数 
平成７年(1995 年) 687 名／574 名    616 名 
平成 17 年(2005 年)   537 名／488 名    538 名 
平成 27 年(2015 年)   507 名／481 名    302 名 
令和 3 年(2021 年)   527 名／513 名    260 名 

 令和 4 年(2022 年)については、アンケート結果にもありますが、新規での措置入所児数
は、203 名となっている。措置入所に変わり、一時保護児の人数が暫定定員数に合わせる形
で人数が増えてきている。令和 4 年度で 304 名となっている。一時保護から措置に変更と
なる児も一定数いる。 
 大都市東京都の部分は、一定数 500 名の確保は、必要であり、新規の措置での数字はこ
れからも少なくなるとは予想できる。 
 
 ２）乳児院が担ってきた家庭再統合について 

    年度     家庭復帰   その他(里親・施設) 
 平成 8 年(1996 年)    464 名／593 名 129 名／25 名(子)3 名(家) 
 平成 16 年(2004 年)    378 名／501 名 123 名／11 名(子)24 名(家) 
 平成 24 年(2012 年)    225 名／374 名 149 名／14 名(子)24 名(家) 
 令和 3 年(2021 年)    115 名／237 名 122 名／31 名(子)20 名(家) 

94 名(児童養護・他施設・その他)、88 名(児童養護・他施設・その他)、101 名（児童養護・
他施設・その他)62 名(児童養護・他施設・その他) 
 家庭再統合に向けての取り組みが乳児院において大切な役割になっていた平成 8年（1996
年）は、80 パーセント近い数字になる。70 パーセント台になり、50 パーセントを切る現状
である。近年は 50 パーセントから 60 パーセントの間で推移がある。ここ 2 年間は、64 パ
ーセントである。 

資料６ 
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 家庭支援専門相談員の配置により、平成 16 年度以降に、複数配置の施設も出てきた。現
在 3 名配置を行っているところもあり、家庭に対する乳児院の役割は大きい。 
 
 ３）里親委託に関して 

里親支援専門相談員の配置前には、家庭支援専門相談員が担う役割としてあり、現在は東
京都が里親交流支援員の配置も認めている施設(入所定員の 10 パーセント)が里親委託にな
るという条件があるが、交流にあたってより、丁寧に進められるようになってきている。 
令和 5 年度の調査アンケートを見て頂くとより詳細に分かると思う。保護者の同意をいか
に取れるか、乳児院内の里親支援専門相談員のアセスメントでは、養育家庭候補児に上がっ
ても、同意待ちの中で年数は経って行く現状がある。 
 
 都内乳児院の 11 か所の特徴も出てきていると思われる。新生児委託を行っている乳児院
2 か所は年間でも 6〜8 ケースは新生児委託として、候補里親さんの交流や委託後ケアにあ
たっていく事から、業務は非常に広範囲になっている。 
 
 ４）乳児院の多機能化・高機能化の中で 
 求められる役割について、特に地域支援の場として乳児院の活用が望まれることに関し
て、従来の相談機能からアウトリーチの子育て支援まで各施設がその地域の中で行えるこ
とを模索して取り組んでいる。 
 地域のショートステイ事業(子育て短期支援事業)については、1０の乳児院が取り組んで
いる。この取り組みは、地域の中で施設入所に至らずに 7 日間までの預かりを行える取組
であり、年間利用日数もここ 5 年間で(コロナ禍の中では受け入れは止めざるを得なかった
が)上昇している。 

      年度   利用数／延べ人数 
平成 24 年(2012 年)    224 人／1604 人 実施施設 6 か所 
平成 29 年(2017 年)    771 人／2417 人    同上 
令和 4 年(2022 年)   1344 人／4353 人  実施施設 9 か所 

 ショートステイ事業の利点は、地域支援としての役割と退所後家族のレスパイトの受け
入れ先としても機能していると実感しているが、一時保護とショートステイとの役割の違
いを利用する家族がどう理解しているかが、大事である。 
 
 以上、現段階での乳児院の状況を伝えましたが、目標数値を挙げることが、望ましいとは
思っておりません、必要な子に対して里親家庭が用意されていく事は、大いに賛成です。里
親家庭を増やす取り組みに関して、またの機会に意見したいと思います。 
                      乳児部会⻑ ⼆葉乳児院 都留和光 
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1 
 
 
 

東京都の社会的養育推進計画の見直し に向けて 

 

                   東京都児童福祉審議会 専門部会 

                        委員 武藤 素明 

                   （ 社会福祉法人二葉保育園常務理事・ 二葉学園統括施設長）  

 

 

 

 東京都児童福祉審議会専門部会において「 新たな社会的養育推進計画の策定に向けて」

の審議が開始さ れた。 主たる テーマについては第 2 回と 第 3 回に分けて審議する が、 審議

にあたっ て、 こ れま で東京都社会福祉協議会、 児童部会において検討し た提案事項と 内容

を 反映し て、 以下の通り 、 書面にて提出する こ と と いたし ま す。  

審議中の発言補足資料と し て取り 扱っていただく よ う お願いいたし ま す。  

 

 

 

第 2 回専門部会（ 8 月 6 日） 開催にあたっ て 

 

                                    ページ 

１ ． 当事者である 子供の権利擁護の取り 組みの一層の強化のために  ・ ・ ・ ・  ２  

 

( １ )  子ど も の権利ノ ート の改訂と 活用 

  ( ２ ) アド ボケイ ト 制度の標準化について 

( ３ ) 意見表明の実現化への取り 組み 

 

 

２ ． 困難を抱える 妊婦や支援が必要な家庭を支える 取り 組みの充実 ・ ・ ・ ・ ・ ３  

( １ ) 地域子育て支援に関する に関する 提言 

 

 

３ ． 家庭と 同様の環境における 養育の推進・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ７  

  ( １ ) 東京のフ ォ ス タ リ ング機関の設置と 里親センタ ー化への未来図 

 

 

 

資料７  
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１．当事者である(里親や施設等の)子どもの権利擁護の一層の強化のために 

（１）子どもの権利ノートの改訂と活用 
  ・意見表明等支援など現行法と制度に合わせた内容に改訂すること。 
 ・東京都として改訂する方向で検討する計画のようですが、以下の点について留意することが必要で    

ある。 
 ・措置される児童全員へ権利ノートの内容について担当福祉司が丁寧な説明をするよう徹底すること。

児童福祉司自身が活用していないという実態がある。権利ノートの内容を説明しやすい内容に改定が

必要なのでは。 
 ・全体を通して具体的な内容が多くページ数も多いと感じるため、どの児童にも共通する基本的な権

利に整理することで、自分の状況と照らし合わせて権利について考えることができるのではないか。 
 ・児相設置区毎に違いがあると児童や社会的養護現場で混乱が生じる可能性があるので、改定する場

合には、東京都として統一版を作成してはどうか。 
 
（２）アドボケイト制度の標準化 

・措置権者が東京都であるか特別区であるかに関わらず、全ての児童が混乱なく円滑に制度を活用で

きるように、仕組みの標準化を図っていただきたい。都内のすべての地区でアドボケイトのシステム

を整備するとともに、内容の検討にあたっては当事者である児童や、支援者の意見を聴取し反映して

いただきたい。 
・改正児童福祉法第 6 条の 3 の 17「意見表明等支援事業」は義務的経費ではないことから取組への

自治体間格差が顕著である。18 歳成人においては基本的に意見表明権の支援は自己決定支援に変わ

っていくことになるが、東京都においは、意見表明支援を越えて、成人支援同等の意思決定支援の確

立を求める。 
 
（３）意見表明の実現化への取り組みについて 

・意見表明支援において表明された意見をどう取り扱うか、どのように児童にフィードバックしてい

くのかが課題である。意見表明された内容において否定的な回答が続けば、失望ばかり残ることにな

り、意見を出すことに消極的になってしまう。意見を受けとめる側として、意見表明をもとに児童の

最善の利益が検討できるよう、児童も含めた議論ができるとよいのではないか。 
・児童が自分自身の措置に対する意見を考えるにあたり、措置の選択肢が限定されていたり、児童の

状況が十分に説明されていなかったりすることがないように、知る権利が保障されていることが前提

となる。 
・社会的養護下における児童の意見表明を実現する場合、家族との関係調整を望む児童が多くなるこ

とが想定され、児童相談所の担当福祉司、施設等の家庭支援専門相談員等の機能充実策や在宅措置等

の拡充策が望まれる。 
・今回の法改正が形式だけの制度とならぬよう、現場の支援者との意見交換をもとに、十分に機能し

ているのかの検証しながら、仕組みづくりを進めてほしい。また、意見表明等支援事業やその後の実

現状況等のチェック機能や検証機能を設けることが必要である。 
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２ ． 虐待予防策のために支援が必要な家庭を支える 取り 組みの充実のために 

～地域の子育て支援（ 家庭支援事業） およ び相談援助事業に関する 提言事項～ 

新し い社会的養育ビ ジョ ン ・ 都道府県社会的養育推進計画の策定要領における 子育て支援の充

実・ 強化に関わる 提言等の内容、 およ び令和６ 年改正児童福祉法の施行を受け、 以下のよ う に児童

部会の子育て支援事業委員会よ り 提案いたし ま す。  

   

１ ． 提案事項 

（ １ ） 東京都と 市区町村が連携し 児童相談体制の強化を図り 、 予防的福祉の推進を図る こ と 。 委託

費およ び家庭支援事業の実施状況の自治体間格差を是正し 、 児童養護施設の多機能化を推進し 、

児童養護施設等社会的養護の施設においても 地域の子育て支援に参画でき る ための対策を 打

ち出すこ と 。  

（ ２ ） 例えば、 試行的に児童家庭支援センタ ーを児童養護に併設し 、 自治体と 連携し て子ど も 家庭

支援の発展・ 促進を行う こ と 。  

（ ３ ） 地域支援（ 子育て支援） に関わる 職員の人材確保と 育成をはかる こ と 。 ま た、 看護師や管理

栄養士等の専門職を配置する こ と 。  

 

２ ． 提案理由 

（ １ ） 児童虐待対応相談件数も 増加の一途をたどる 中、 平成２ ８ 年の児童福祉法改正およ び「 新し

い社会的養育ビジョ ン」 において、 家庭養育優先原則のも と 、 児童養護施設がその専門性を高

めつつ地域における 家庭養育の支援を行う よ う 示さ れている こ と 。  

（ ２ ） 子育てに課題があり 、 特に支援を必要と する 家庭に対する 支援を強化する ためには、 運営に

必要な職員配置や環境整備が必須である が、 現在の市区町村委託費では支援を強化する ための

諸条件が整っていない。  

（ ３ ） と く に市町村において子育て支援策に格差が生じ ている 場合等に対する 財源補助等の制度を

東京都独自の制度と し て確立する こ と 。  

（ ３ ） 様々なニーズに即応でき る 人材の確保・ 育成・ 定着が急務である 。 現在でも 、 児童養護施設

の専門性を活かし ながら 、 虐待予防や親子分離予防など につながっている ケース は多く あり 、

関係機関と の連携を図り ながら よ り 十分な支援を継続し て実施し ていく 上でも 、専任職員の配

置と 研修等の保障は必要である 。  

 

３ ． 提案根拠 （ 児童部会・ 子育て支援事業委員会調べ）  

（ １ ） 予防的福祉の必要性 

利用事由のト ッ プが育児疲れ・ 育児不安 ⇒ 近年増加傾向。  

 2007 年 2010 年 2015 年 2018 年 2020 年 2022 年 

育児不安の利用率 4％ 28％ 35％ 41％ 56％ 55％ 

（ ※2022 年は 64 施設の実績よ り 集計） 

 

 （ ２ ） 職員配置において本体施設業務と 兼任し ている 施設はほぼ１ ０ ０ ％ 
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 ①当日利用など 緊急時の対応困難。 安全確保に課題。 緊急性も 高く 、 待機する 職員体制も 必要 

②入所サービ ス と し て利用者保護の必要性が高い事業所（ 第 1 種社会福祉事業） 職員が、 兼務で

第 2 種社会福祉事業を行う こ と によ り 、 本体施設業務への影響が生じ ている 。  

 

（ ３ ） 個別対応の必要な児童の増加 

・ 発達的課題（ アレ ルギー・ 発達障害＆精神疾患・ 慢性疾患・ 先天性疾患など ） によ り 個別対応

が必要な児童等の利用増加。  

※2023 年度実績利用日数（ 総数） に占める 発達的課題児童の割合（ 25 施設よ り 回答）  

 アレ ルギー 発達＆精神 慢性疾患 先天性疾患  計 

発達的課題児童 

（ 割合）  

4. 8％ 16. 0％ 2. 4％ 3. 8％ 27. 0％ 

 

（ ４ ） 委託費の格差 

・ モデル試算表（「 2021 年子ど も ショ ート ス テイ 事業に関する 提言Ⅱ」）  

 年間予算 60, 609, 600 円以上 

責任者 1 名、 保育士・ 児童指導員 7 名、 非常勤（ 保育補助、 調理員、 事務員）、 その他事業費 

・ ショ ート ス テイ 委託費最高額（ 直近のも の）  

 定 額 実 績 

乳 児 22, 337, 528 円 1 日 6, 000 円、 1 泊 10, 000 円 

児童養護施設等 31, 436, 552 円 1 日 10, 000 円 

  ※上記の表については定員一人当たり や利用者日数等で比較でき る も のに改訂予定 

 

（ ５ ） 児童家庭センタ ー事業の設置 

・ 児童家庭支援センタ ーは、 １ ９ ９ ７ 年の児童福祉法改正によ って新たに制度化さ れて以来、 ほ

ぼ全国の都道府県に設置さ れており 、 ま たその中でも 多く の児童養護施設や乳児院に併設さ れ

ている 。  

 ・ 事業内容と し て、 要保護性がある 児童、 施設を退所後間も ない児童等への支援、 里親及びフ ァ

ミ リ ーホームから の相談など 、 専門的な知識及び技術を必要と さ れている 。  

 ・ 社会的養護施設と 地域と をつなぐ ソ ーシャ ルワ ーク 拠点と し て、 市区町村と の連携など によ り

様々な地域ニーズに応じ 多彩な地域支援事業を展開し ている 。  

 

（ ６ ） 職員の人材確保と 育成 

・ 児童虐待相談対応件数の増加や都内一時保護所の逼迫し た入所状況を踏ま え、 児童福祉に携わ

る 人材の確保、 育成、 定着は急務の課題である こ と 。  

・ すでにショ ート ス テイ やト ワ イ ラ イ ト において、 要支援家庭やそれに近い状況の家庭背景と 利

用実績があり 、 一時保護や措置、 措置から の家庭復帰などのケース も 少なく ない。 利用児童の

ケアニーズも 高く なっている 。 児童養護施設等での経験を活かし つつ、 短期に利用児童の特性

を把握し 対応を行い、 家庭と の直接的やり 取り から 見える 家庭背景のアセス メ ント と 親へのケ

アが求めら れる など 、 さ ら なる 専門性を必要と する 。  
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・ 高度な専門性が求めら れる 中、 高機能化・ 多機能化を推進する ための人材育成や研修を保障す

る こ と が必要と さ れている 。  

 ・ 地域支援に関わる 管理栄養士の配置について：  

    現状と し て、 ショ ート ス テイ 事業においてアレ ルギーに関する ト ラ ブルが起き ている 。 例

と し て、重度のアレ ルギーを申告する と ショ ート ス テイ の受け入れを拒否さ れる こ と を懸念

し てか、 保護者が適切ではないアレ ルギー情報を共有する よ う な場合がある 。 事故には至ら

なく ても こ のよ う なケース は多発し ており 、 それを理由にアレ ルギー児を断ら ざる を得ない

場合も ある 。  

    そこ で提案と し て、 措置入所と は違いアセス メ ント 期間・ 材料が少ないため、 保護者や対

象者から よ り 適切な情報を得なければなら ない。 利用者の安心・ 安全を担保する ためにも 高

度な栄養知識のある 職員の常駐が必要だと 考える 。  

地域支援事業には、 ショ ース テイ 事業以外にも 子ど も 食堂や、 養育家庭、 地域の子育て世

代に対する 栄養相談業務等、 高度な栄養指導が求めら れる 場がある 。 管理栄養士が専任と し

て常駐する こ と で、アレルギー事故等のリ ス ク を減ら し 、利用者が安心し て利用でき る こ と 、

ま た食育の観点から も 児童養護施設栄養士の専門性を地域に発揮でき る と 考えら れる 。  

 

４ ． 提案の具体化 

  ・ 児童相談体制の強化と し て家庭支援事業や児童家庭支援センタ ーの実施を東京都全体で取り

組み、 施設の多機能化と し て、 現在の制度を活用し た標準的な職員配置を行う 。  

  ・ 児童家庭センタ ー機能の構築を行う 。  

 子育て支援事業委員会作成イ メ ージ図（ 2 パタ ーン） 参照。  

  （ Ａ ： 関係機関関係図 ・  Ｂ ： 児童家庭支援センタ ー機能のイ メ ージ図）  
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  以上、 A 図、 B 図と も に児童家庭支援センタ ーを前提と し ている ので、「 地域子育てセンタ ー」

的に施設が地域支援を行える イ メ ージに描き かえる 予定。（ 東京都以外は児童家庭支援センタ ー

と し て機能し ている が、 東京都は、 区市町村の子ど も 家庭支援センタ ーと の関係も あり 児童家庭

支援センタ ーを認めていないので、「 親子支援事業」「 多機能化推進事業」「 地域巡回心理士」「 要

支援家庭訪問支援事業」 等々の制度を活用し 職員配置を行い、 児童養護施設等で地域支援を行う

体制整備をし ていく 実践に着手する 方向で進めていく こ と と し たい。  
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３ ． 家庭と 同様の環境における 養育の推進のために 

 

（ １ ）  東京のフォ ス タ リ ング機関の設置と 里親センタ ー化への未来図 

東京都の児童相談所体系や対象人口の多さ から 考える と フ ォ ス タ リ ング機関は児相の補助を行

う 機関と し て位置づけ、 児童養護施設乳児院に里親支援センタ ーを設置し ていく こ と が、 よ り 地

域の里親家庭で暮ら す子ども たちの支援が行き 届く と 考えま す 

児相付置型フォ ス タ リ ング機関を維持し 、 児童相談所の対応力の補強を行う 。 そのう えで、 初

期対応一次的対応の里親支援センタ ー（ 里親の支援を強化する ための取組をする 。 地域に広げた

一次相談場所） ﾌｫｽﾀﾘﾝｸﾞ ２ 次相談、  児童相談所を３ 次相談と し て、 マッ チングケース の進行管

理を行っていく かたちではどう だろう か。  

一時保護から の入所、 自立のケース のその後はこ れま では里親さ んの善意に頼る ケース が多か

ったこ と 、 日常の素朴な困り ごと の相談ができ る 場所、 一般の子育て支援の枠では里親さ んは疎

外感も 含めて感じ る こ と も ある と のこ と も 聞く 。  

以下のよ う に、 里親さ んがちょ っと し たこ と を話し やすいと こ ろと し ての施設に付置さ れてい

る 里親支援センタ ー、 実親交流やラ イ フ ス ト ーリ ーワ ーク 、 不登校や発達障害への対応等難し い

対応の相談等はフォ ス タ リ ング機関等の 2 次的な相談機関、 措置や国籍など法的問題も 含めての

対応が必要な場合は 3 次相談機関と し ての児童相談所が配さ れそれぞれの機関が連携し て地域で

く ら す里親子さ んの生活を支えていく こ と ができ る と いいだろう 。  
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    ※上記図についても う 少し 分かり やすい図に改訂予定 

 

-54-



9 
 
 
 

 

  

児相の里親担当福祉司、 子担当福祉司と フ ォ ス タ

リ ング機関の役割分担 

マッ チング以外はフ ォ ス が主に担う のであれば、

事業が安定し ていけばケース への支援がよ り 重要

になってく る 。 力点はｹー ｽ対応と それに向けての信

頼関係づく り （ 知っ ても ら う から なっ ても ら う 広

報、 発掘後のやり 取り の積み重ねで委託でき る 里

親が必要）  

リ ク ルート は施設側も 施設の広報と し てニーズも

ある 。 （ 広く 知っても ら う 取組）  

児童養護施設等で実施する 際には二種社会福祉事

業でないと 課税等の対応が出てし ま い、 事業開始

が困難になる こ と が想定さ れる  

児童相談所

都区児相 フォ
ス タ リ ング機関

20数か所

里親支援ｾﾝﾀ （ー 地域支援
ｾﾝﾀｰ 各児童養護、 乳児

院70数か所）
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（ ２ ）  委託率を上げていく ために 

登録数をよ り も 委託ができ る 里親さ んと の関係性を フ ォ ス タ リ ング事業と し て重要視で

き る よ う な登録ま での仕組みの再構築が必要だろう 。  

現在は、 制度説明、 家庭環境調査、 研修後審査さ れ登録と なっ ている が、 複数回のイ ン

テーク のやり 取り をし ながら 里親希望さ れる 方の真意を つかみ取る こ と 、 改めて社会的

養育の一つである 養育家庭の理解を取り 付ける 対応が求めら れている 。  

登録を 増やし ても 委託が増えないと いう こ と ではない形での委託率を 目指し ていく 必要

がある 。  

※こ れま での取り 組み実績を数値的にも 分析し て具体的提案をし てはど う か。  

（ ３ ）  委託後の支援のあり 方について。  

里親から 措置変更で児童養護施設に来ている 子ども の調査から 考える 。 10 年目の調査結

果を 経て以下の点が大き く 調査結果から 言える 。 一時保護委託から の措置になっ たケー

ス では「一時保護の其時に来てほし かった、 措置になってから よ り も っと 大変だっ た」と

いう 声も ある 。  

1年未満の解除を防ぐ  

思春期の難し い対応を共有でき る 里親と の信頼関係づく り  

施設変更し た子ども へのラ イ フス ト ーリ ーワ ーク 、 里親宅での様子も 含めての子ど も の

背景の情報共有    

-56-



11 
 
 
 

    

（ ４ ）  フォ ス タ リ ング機関の業務の標準化 

・実親交流、 一時保護委託から の措置、 自立支援（ こ れま で里親頼みだったが、 自立支援

職員がついたこ と での対象拡大） 等、 里親制度が始ま っ たこ ろにはない委託にあたって

の課題がある ので、 こ れら のこ と に対応する のみフ ォ ス タ リ ング機関の活用、 よ り 身近

な里親支援センタ ーでの日々の支援が考えら れる と いいだろう 。  

ま た、 それを実践する フォ ス タ リ ング職員向けの研修の仕組みの構築も 再度検討する 必

要がある だろう 。 都区の 20 か所の児相（ さ ら に増える 予定） 、 8 人体制 4 人から 5 人

体制１ ２ ０ ～１ ３ ０ 程度の職員の研修のシス テムの構築（ 都区合同研修センタ ーの開設

等） も 検討が必要と なる 。  

 

 

 

（ １ ）  里親支援センタ ーと フォ ス タ リ ング機関（ 都・区） の制度の違いについて 

 里親支援センタ ー 都フォ ス タ リ ング機関 区ﾌｫｽﾀﾘﾝｸﾞ 機関（ 区毎

体制等違いあり ）  

社会福祉事

業、 委託事

業 

第 2 種社会福祉事業 委託事業 委託事業 
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課税 非課税 課税 課税 

事業の開始 申請 ﾌ゚ ﾛﾎ゚ ｻー゙ ﾙ ﾌ゚ ﾛﾎ゚ ｻー゙ ﾙ等 

最 

低 

基準 

・仕 

様 

書 

よ  

り  

（ 建

物 設

備）  

相談室、 事務室 

 

センタ ー長 

里親制度等普及促進担当者（ 里親

リ  ク ルータ ー）  

里親等支援員 

里親研修等担当者（ 里親ト レ ーナ

ー） こ れら の者はすべて専任と す

る 。 （ 61 世帯以上の場合 20 世帯

に月 1名加配）  

児童相談所内も し く は近

隣賃貸等。  

統括責任者１  

リ ク ルータ ―１  

区市町村ｺ ﾃー゙ ｨﾈー ﾀ １ー  

ト レ ーナー１  

調整員１  

推進員２  

自立支援担当１  

  合計 8 名 

児童相談所内（ 福祉司

と 同室も し く は別室）  

統括 

リ ク ルータ ー 

ト レ ーナー 

相談員 

調整 

自立  兼務あり  

 

自治体によ る 4~ 8 名 

人 員

配置 

事業の目的 

 

 

里親支援センタ ーは、 里親支援事

業を行う ほか、 里親及び小規模住

居型児童養育事 業（ 以下「ファ ミ

リ ーホ ーム 」と いう 。 ） に従事す

る 者（ 以下「里親等」と いう 。 ） 、  

その養育さ れる 児童（ 以下「里子

等」と いう 。 ） 並びに里親になろ

里親のリ ク ルート 及びア

セス メ ント 、 里親登録前

後及び委託後における 里

親に対する 研修、 児童と

里親家庭のマッ チング支

援、 児童の里親委託中に

おけ る 里親養育への 支

< 例＞ 

里親又はフ ァ ミ リ ーホ

ーム への児童の委託等

を 推進する ため、 社会

の制度理解を 深める 等

里親制度の普及啓発を

積極的に 行う と と も
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う と する 者につい て相談その他

の援助を行い、 家庭養育を推進す

る と と も に、 里子等が心身と も に

健や かに育成さ れる よ う 、 その

最善の利益を 実現する こ と を目的

と する 施設と する 。  

援、 里親委託措置解除後

における 支援に至る ま で

の一連の業務（ ﾌｫｽﾀﾘﾝ

ｸﾞ 業務） について、 よ り

質の高い一貫し た里親支

援を行う こ と を目的と す

る  

に 、 里親に 対す る 相

談、 支援等を 総合的に

実施する  

 

 

フォ ス タ リ ング機関の実施状況 

令和 6 年 7 月現在 

 東京都立児童相談所 11か所、 区立児童相談所 8 か所（ 10 月よ り 9 か所） と なり  

20 か所の児童相談所が設置設置さ れ、 児相毎にフォ ス タ リ ング機関が設置さ れる 予定と なって

いる （ 北と 足立児相は合同が予定さ れている ）  
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 ＜フォ ス タ リ ング機関と 里親支援センタ ーの違いについて＞ 

   法律や経費の面での大き な違いがあり 、 社会福祉法人等が運営する にあたっての仕組みが変わ

ってく る こ と 想定でき る 。  

① 受託者（ 事業を実施する 事業者の選定について）  

第二種社会福祉事業である 里親支援センタ ーでは申請をし 、 事業が開始と なる が、 フォ ス タ リ

ング機関においては行政が公募し ﾌﾟ ﾛﾎ゚ ｻー゙ ﾙ等での選定をする こ と で事業の内容を規定し てい

る 。  

② 人員配置について 

区毎に違いがある も のの現在の区のフォ ス タ リ ング機関はおおむね、 里親支援センタ ーで規定

-60-



15 
 
 
 

さ れいてる 人員と 変わら ない配置が想定でき る が、 東京都の場合は、 区市町村ｺ ﾃー゙ ｨﾈー ﾀ 、ー 自

立支援の単独配置ケース 数に応じ ての推進員の数等東京都のフォ ス タ リ ング機関の人員配置の

ほう が手厚い。  

こ れま で行き 届き き れなかっ た里親宅での子ど も の養育に対し ての支援、 アフ タ ーケア等ケー

ス 対応と いう のはやればやる ほど増えていく 、 その中で子ども の安全で安心な生活を守ってい

く 必要がある 。  

東京都の児童相談所ごと に管轄里親数に違いはある が普及啓発には区市町村と の連携が不可欠

であり 、 さ ら にケース への支援（ ｲﾝｹｱ,ｱﾌﾀ ｹーｱと も に） については、 限り がない中では都での

加配を行いながら 地域の実情（ 管轄自治体数、 人口、 移動距離等） に合わせた対応が求めら れ

ていく 。  
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（ ２ ）  児童相談所等と の連携と 役割分担について 

取り 分け東京都児童相談所フ ォ ス タ リ ング機関の仕様書は一緒である が、 提供でき る サービス

の差が、 養育家庭から 聞かれる 。  

① 児童相談所がフォ ス タ リ ング機関をどう と ら えて、 どのよ う に業務を移行さ せよ う と し ている

か児相判断にゆだねら れがちなと こ ろが課題である  

② フォ ス タ リ ング機関も 現在 受託先施設等では乳児院４ か所、 児童養護施設４ か所、 NPO１ か

所と なっている 。 複数の児童相談所を受託し ている 事業所も あり 、 それぞれの地域における 課

題について、 それぞれのノ ウ ハウ を持って対応し ている 。  

東京都児童相談所フォ ス タ リ ング機関同士は各職種ごと に年に数回から 毎月の打ち合わせを持

ち、 情報の共有や課題についての意見交換がなさ れている が、 区のﾌｫｽﾀﾘﾝｸﾞ については各区

の独自性が進んでおり 、 児童部会里親制度支援委員会等の会議などでの情報共有、 独自に各事
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業所同志での情報交換等がお互いに事業内容をブラ ッ シュ アッ プし ていく ために取り 組めてい

る こ と と いえる 。  

 

（ ３ ）  フォ ス タ リ ング機関の実践から の課題 

① 職員配置、 体制について 

里親支援センタ ー設置に向け、 自立支援の強化が重要だと 考えている 。 自立後、 支援の幅は広

がっていく 、 継続し た支援を担える 機関のニーズがある 状態のため、 専任化、 ま た人数などの面

で強化いただける と 良いと 考える 。  

実態と し て、 自立支援相談員の負担多い。 フ ォ ス タ リ ン グ全体では８ 名の配置で、 充実し て

いる よ う に思う 一方、 自立に関わる 職員が増える と 良い。  

夜間の面談などが多いため、 そのための金銭的、 人的サポート が必要。  

ケース は増える 一方だし 、 細やかにかかわる 必要も ある ケース が多い。  

積み重ねていけばいく ほど 量も 質も 必要になっ ていく と 思う ので、 必要な人員も 増えていく

と 感じ る 。  

例えば里親支援センタ ーの配置を都基準に合わせて８ 名に、 と いう 要望は入れる べき では。  

事業所と 区の規模感によ っ て必要な人員にも 差があり そう 。 小規模の自治体は必ずし も ８ 名

ではないかも し れない。  

一方、 人数８ 名でも 少ない、 と いう 自治体も 。 自立は２ ～３ 人いても 良いと 思う 。  

里親支援センタ ーの開始にあたっては、 現行の 8 名体制を最低限必要な配置と する べき である 。  
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と ある 児相のフォ ス タ リ ング機関のケース 対応件数。 初年度と 2 年度での比較ができ ていない

が、 おそら く 対応件数は増える だろう  

 

 

 

② 人材育成について 

フ ォ ス タ リ ングが増えていく にあたって、 各事業所で必要な人数の採用を進めていく こ と と

なる が、 必要な専門性を備えた人材が必要。  

人数を確保する こ と で職員が多様化し ている 。 職員のス キルアッ プをし ていく 体制が必要。  

質の向上事業と し て、 都が事例検討、 見学会など いく つか組んでいる 。 が、 十分ではないと

思っている 。  

区児相と も 合同ででき る と 良い。 別区事務局に要望を挙げても 良いかも 。  

フ ォ ス タ リ ング機関、 里親支援センタ ーの質の担保のため、 人材育成事業について、 事業所・

児相単位でなく 、 都全体（ ひいては区も 含めた広域に） と し てのさ ら なる 強化をも と めたい。  

0

20

40

60

80

100

120

140

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

里親訪問支援事業対応件数

と ある F機関の取り 組状況

家庭訪問 電話連絡 その他（ ）
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③ 里親制度の建付けについて 

実親への家庭復帰、 と いう のが一義的に養育家庭の意義にある も のの、 実親と 全く 会えない、

と いう 状況のケース も 多い。 ケース によ ってはフォ ス タ リ ングがも っと 関わる こ と ができ る と 良

い。  

都全体の養育家庭制度を問い直す必要も ある のでは無いかと 考える 。 一時保護の量的負担増

など、 昨今の状況などふく めて、 必要な制度改定が必要になる と 思う 。  

児童自立生活援助事業について、 里親家庭で必要と なる 児童がいて、 里親が受け入れら れな

い、 と いう 場合施設が受け入れる こ と になる 。 誰がコ ーディ ネート する のか。 などの課題がある 。  

認定基準は通ってし ま う が、 委託し づら い家庭も いる ので、 ミ スマッ チな部分だと 感じ る 。  

二重登録について整理し てほし い。 運用が難し く 現実的ではないと 感じ ている 。 現状どれだ

けいて、 どんな活用がさ れている のか、 実態を把握し ながら 運用を検討でき る と 良い。  

現状、 一時保護受け入れでき る 家庭には頼んで、 飽和状態になっ ており 余裕のない実態にあ

る 。  

 

④ フォ ス タ リ ング業務の標準化について 

例えば育児家事援助でど こ ま で、 児相、 フ ォ ス タ リ ング単位で検討し て良いのか、 と 支援課

に尋ねたら それぞれでよ い、 と 。 ど こ ま でが判断でき る 範囲なのか、 ど こ ま でが足並みそろえ

る と こ ろなのか、 と いう 点がわから ない現状も ある 。  

チーム養育のすみわけが大き なテーマになる と 考える 。 制度上は包括的支援をフォ ス タ リ ング
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が担う と し ている 一方、 児相の権限が大き い現状のため、 児相の考え方によ る 差が大き い事態

が生じ ている こ と が課題。  

事業をど こ ま で丁寧にやる か、 によ って、 現場に必要な人数も かわってく る だろう 。  

 

⑤ 社会的養育推進計画見直し の検討の進め方について 

フ ォ ス タ リ ング機関へのヒ アリ ングをし て見直し の検討を 進めてほし い。 元々の目標に対し 、

5 年間継続し てどう だったのか、 など 現場の振り 返り を聞き 、 意見を反映し た推進計画を立てて

ほし い。  

 

（ ４ ）  施設への措置変更ケース の調査よ り  

 

1年未満３ ５ ％ 1年１ ３ ％ 2 年１ ０ ％で施設へ措置変更し たケース で約 6 割 
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コ ロ ナ： 令和 2 年 1月～令和 5 年 5 月（ 5 類へ）  

   社会的養育推進計画（ 令和 2 年から 6 年度）  

   新し い社会的養育ビジョ ン 平成 29 年 8 月 

    あおって委託し てし ま った 
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    コ ロ ナで委託し た後のフォ ロ ーが難し かった 

    フォ ス タ リ ングができ たこ と で  

委託期間別 よ り 早期の対応が必要 

 

 

 その他については 7 件中３ 件はファ ミ リ ーホームの閉鎖。 2 件はき ょ う だい一緒にする ための施設変
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更、 2 件については里親の家庭事情、 里母の問題等区分が分かり にく いためその他に分類 

 

 

措置変更の件数が大き く なる のは 10 歳、 14 歳から 16 歳と  

9 歳の壁、 思春期入り 口、 中高生の対応の難し さ の時期に合致し ている 。  

施設に来た子ども たちへの対応で施設が感じ ている こ と は調査自由記述にも 記さ れいてる が 

１ ）  措置変更にさ し て、 子ど も への説明が不足し ていたり 、 子ど も が理解でき ていない

状況がある  

２ ）  里親宅にいた時のその後の成育歴やど のよ う な関わり があっ たのか等の情報が少な

い 

子ど も へのアプロ ーチが難し い（ 里親さ んのこ と は触れてはいけないこ と と し て生い立

ちの整理等の取組をし よ う にも 扱えない時期がある 、 子ど も 自身も そこ に向き 合えずにそ

の先の糧にする こ と が難し い 

３ ）  里親と の生活の振り 返り と 、 関係修復ができ ないま ま 施設での生活と なっ てし ま う 。

施設入所する 際家族から の虐待があったケース など は時間をかけて保護者の理解本人のお
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も いをく み取り ながら も 、 その状況に至ったこ と の理解と 親御さ んから 子ど も へ謝る 等の

思いのやり と り を経て子ど も は自分がど のよ う に過ごすかを考えていける 土台と なる のだ

が、 そこ への取り 組みが難し い。  

 

（ ５ ）  施設から の里親委託について 

 児童養護施設等では自立支援計画書の作成の際に里親委託も 含めての検討をし ている 。 子ど も にも

里親についての説明をする 場合も ある が、 施設が候補と し て挙げた子ど も が児童相談所の判断、 保護

者の判断を経る と 減と なり 、 さ ら に委託と なる と 難し いのが現状と なっている 。  

委託につながったケース について、 令和 4 年度でみる と 、 施設で候補に挙げた子ど も は 84 人だが、 そ

の年度で委託になったケース は 12 人と 約 14％になっている 。  
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（ ６ ）  里親支援専門相談員の業務状況について 

 里親支援専門相談員においては、 児童相談所、 フ ォ ス タ リ ング機関と 連携し ながら 子ど も の委託が

ある 家庭や子ど も の対応を 行っている 。 定期的な訪問、 新規委託の際の対応と 訪問など である 。 児童

相談所、 フ ォ ス タ リ ング機関が行う ケース の支援においては、 ﾌｫｽﾀﾘﾝｸﾞ 事業開始以降、 各里親家庭の

状況に応じ た訪問、 連絡の内容の深ま り や困難なケース になる 前の日常の関わり 、 子ども の発達段階や

年齢に応じ た支援等多岐にわたり 件数も 必然的に減る こ と はないのが現状である 。  

 昨年度国の里親支援専門相談員に対し ての通知も あり 、 新規には認めら れないと さ れている が、 施

設側は人材確保や育成が困難であっ ても 里親宅の子ど も たちのために配置を し てき てのだが今年度か

ら 配置をし ないと いう 施設も 数件出ている 。 さ ら に児童相談所の数が増えている （ 都区児相双方） た

め、 里専員が担当する 児童相談所は 1か所だけだった時期も ある が、 現在は最大 3 か所の担当をし てい

る 現状も あり ま す。 （ こ れは担当件数だけでなく 、 児相毎の打ち合わせや会議など も 出席する こ と で

の業務の繁忙にも つながり ま す）  

里専員の適正な配置について児童養護施設が偏在し ている 影響で児童相談所が新設さ れても その管

内に施設がなく 複数の児相を担当する 里専員が生ま れている 。 ま た、 担当里親数にも バラ つき が生じ

ている 。 里親へのサービス の均等化を図る ためにも 里親支援センタ ーの人員配置に倣い 20 家庭につき 1

名の里専員の配置が望ま し いのではないだろう か。  
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令和5 年 月現在、 各児童相談所ごと の児童養護施設の里専員が担当し ている 里親家庭数と 委託さ れ

ている 子ど も の数は棒グラ フ にて示す。 家庭数最大は児相センタ ー64 ケース 、 委託さ れている 子ども

の数の最大は八王子児童相談所 69 件と なっている 。 児相管内の里専員の数では 1 名～6 名と なってお

り 、 児童養護施設の所在地の偏り も 含めて、 いく つかの児相を掛け持ちし て関わる 里親支援専門相談

員も 多数と なっている （ 1 か所専任～3 か所掛け持ち） 児相毎の家庭数、 子ども の数を単純に里親支援

専門相談員の数で割ったも のが一人当たり の件数と なっている が、 件数の偏り なども 大き い。  

 

 

ま た、 里親さ んのお話を伺う と 、 愚痴を 言える 、 困ったこ と を言ったら 引き 上げら れてし ま う と 思

ってと の声も あり ま す。 児相、 児相設置のﾌｫｽﾀﾘﾝｸﾞ 機関と は違う 立場でざっく ばら んに日頃の悩みな

どを話せる 相手や場所の必要性があり ま す。  
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児童養護施設には地域支援のための家庭支援専門相談員や心理職、 育児支援等の配置も 可能と なっ

ており 、 地域でちょ っと サポート がある こ と でよ り 暮ら し やすく なる 人たちに開かれた場と し ての、 場

や人の配置も あり ま す。 （ 里親さ んも 地域の一家庭と と ら える 視点で考える と そのサポート 体制に組み

込める と も いえま す）  
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（ ７ ）  里親支援にあたっての児童養護施設の活用について 

１ ） 自立支援 

 施設の自活訓練室等の活用 

 思春期の課題への理解と 対応について 

 

２ ） レス パイ ト  

 アセス メ ント 力 

24 時間対応 

 

３ ） 一時保護委託への対応 

      子ども の試し 行動や生活支援     

 

 

（ ８ ） チーム養育における 児童養護施設、 里親支援専門相談員の役割と は 

   児童養護施設の里専員だから こ そ担う べき こ と 、 担える こ と  ◆ 

〇子ども の声を聴ける こ と  

里親の話を聞ける 人は沢山いる が、 子ども の話を聞ける 人は限ら れている 。  

社会的養育の子ども たちと 関わってき た経験をいかし 、 共感や協調を生む聴き 方ができ る 。  

施設職員と し て子ども の目線に立って寄り 添える 。  

子ども と 児相と 里親の間に入って橋渡し し 、 潤滑油的な立場で居ら れる 。  
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〇里親の本音を聞ける こ と  

「困ってる 」 が言える ‘相手’や‘居場所’を持つ里親さ んは安定し ている 。  

    「社会的養育に在る 子の養育に携わる 」 と いう 同じ 視点で居ら れる 。  

    措置権者じ ゃない強み。 児相と 里親を繋ぐ  （ 仲介する ）  存在になれる 。  

   ➡フ ォ ス タ リ ング・里親支援機関と の協働によ る  『民間』 の立場を活かし たサポート 展開の可

能性。  

 

〇施設の資源・設備が活用でき る こ と  

    ケアワ ーカーと し ての養育力： 社会的養育に在る 子ども たちの育ちを支える 養育ス キル 

    専門職と いう 資源 （ 心理職、 栄養士、 看護師、 自立担当職員、 FSW…／同行訪問、 来園によ る   

面接等々）  

    レス パイ ト 受入先と し て利用でき る 設備 

    地域の拠点 （ 集ま れる 場所）  と し て利用でき る 設備 

    里親の実習・研修受け入れ先と し て利用でき る 設備  

➡ 実習プロ グラ ムの工夫、 職員研修の活用等によ る 内容の充実が期待でき る 。  

 

〇FSW ：  実親と 子ども の交流、 家庭復帰のノ ウ ハウ の活用 

    実親交流に施設設備を利用が可能。  （ 土日祝日等、 児相閉庁時の利用も 可能）  

    交流時の実親・里親・こ ども へのサポート が可能。  
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    →出身施設であれば、 実親へも 委託前から の継続的なサポート が可能と なる 。  

 

〇委託促進 

    施設職員の里親制度理解促進への努力 

    入所時から 継続する 関係性を生かし た実親への制度説明の工夫 

    子ども の年齢に合わせた制度説明の工夫 （ 内容、 頻度、 タ イ ミ ング…）  

    委託交流支援の工夫 （ 子ども への導入 （ 制度説明／意向確認） 、 交流ペース …等々）  

    ➡子ども の年齢に合わせた 『乳児院と は違う 工夫』 が必要 

    委託後の出身施設と し てのアフタ ーケア 

    委託継続・不調予防 （ 委託直後・思春期の危機）  のための支援 

※特にこ れら 委託促進の取り 組みには、 施設の職員と し て、 児童と のつながり も ある 里専員の

存在が不可欠である 。 子ど も に寄り 添った支援を考えていく ためには、 里親と 子ども をつなげ

る こ と が非常に重要である 。  

     そのう えで、 両方の立場に立って考えら れる 、 施設の里親支援専門相談員の役割は非常に大

き い。  

 

〇普及啓発 

    施設は社会的養育に興味関心のある 人（ 見学者、 ボラ ンティ ア、 企業等々） が多く 集ま る 場。  

    →効果的な里親制度の普及啓発が期待でき る  
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＜こ れま で児童部会里親支援委員会等で出さ れている 里親制度等に関わって出さ れている 意見等＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 
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